
 

船舶事故調査報告書 

令和４年７月６日 

   運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年４月７日 ２１時１１分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市玄界島北東方沖 

 玄界島灯台から真方位０７５°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４１.６′ 東経１３０°１４.４′） 

事故の概要  プレジャーボートあおさと丸は、南東進中、定置網に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年４月１５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート あおさと丸、５.６トン 

 ２９２－５０４８９福岡、佐藤産業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷 

定置網 垣網の芯綱に切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、福岡市小呂
お ろ の

島

北東方沖でプロペラに絡索したパラシュート型シーアンカーのロープ

を切断した後、同市所在のマリーナに向けて帰航を開始した。 

 船長は、ふだんのコースである玄海島西方を進路目標としていた

が、絡索したことにより帰航時間が遅くなったので、時間を短縮する

とともに、玄海島灯台の灯光が見える同島東方を航行して帰航するこ

ととした。 

 船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターを表示し、目視で船位を確

認しながら、約５ノットの対地速力で南東進中、船体に衝撃を感じ、

本船を停止させて、周囲を確認したところ、定置網の黄色の灯火を発

見し、本船が定置網（以下「本件定置網」という。）に乗り揚げたこ

とに気付いた。 

本船は、本件定置網に乗り揚げていたところを海上保安庁の巡視船

により発見された後、引き出され、マリーナに帰航した。 

船長は、本事故海域の航行経験が約４０年あり、本件定置網及び本

件定置網の灯火の存在は知っていたが、シーアンカー絡索の直後であ

り、本事故時は本件定置網の存在を失念しており、本件定置網に乗り

揚げた後、本件定置網の存在を思い出した。 

 本件定置網には、夜間、黄色の灯火が表示されていた。 

 船長は、玄海島北東方沖に数隻の漁船の灯火を認めて減速して航行



 

していたが、操縦席の隣の同乗者との会話に意識を向けており、漁船

の灯火に本件定置網の灯火が紛れて気付かなかったと本事故後に思っ

た。 

 本船のＧＰＳプロッターには、本件定置網が表示されていなかっ

た。 

 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

分析  

 

 本船は、南東進中、船長が、本件定置網の存在を失念し、同乗者と

の会話に意識を向けて航行していたことから、本件定置網に設置され

ていた黄色の灯火に気付かず、本件定置網に向けて航行を続け、本件

定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本船は、夜間、南東進中、船長が、本件定置網の存在を失念し、同

乗者との会話に意識を向けて航行していたため、本件定置網に設置さ

れていた黄色の灯火に気付かず、本件定置網に向けて航行を続け、本

件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、慣れた海域であっても、同乗者との会話等に意識を向け

ることなく、常時適切な見張りを行い、レーダーやＧＰＳプロッ

ターで船位を確認して航行すること。 

 ・船長は、頻繁に航行する海域の定置網等については、ＧＰＳプロ

ッターにマークを入力すること。 

 


